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遺
伝
子
工
学
と
法
的
規
制

は
じ
め
に

　
H
　
最
近
、
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
一
つ
の
柱
と
す
る
バ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
急
速
な
発
展
を
と
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、

医
学
・
薬
学
分
野
で
は
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
利
用
に
よ

っ
て
、
ガ
ン
や
難
病
の
原
因
が
解
明
さ
れ
新
薬
の
開
発
さ
れ
る

こ
と
に
、
犬
き
な
期
待
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
ヒ
ト
の

遺
伝
子
構
造
の
解
明
を
目
指
す
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
は
、
遺
伝
子

治
療
に
よ
る
遺
伝
病
克
服
へ
の
途
を
開
く
の
み
な
ら
ず
、
生
理

学
（
老
化
等
の
生
理
現
象
の
解
明
）
、
分
子
生
物
学
（
ヒ
ト
の
進

化
の
過
程
の
解
明
等
）
等
の
分
野
に
お
い
て
応
用
の
可
能
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

開
く
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

高
　
　
橋

銭、
～

　
ま
た
農
業
分
野
に
お
い
て
も
、
病
虫
害
に
強
い
品
種
を
開
発

し
、
農
薬
等
を
生
産
す
る
等
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
食
料

問
題
解
決
の
切
り
札
に
な
る
と
の
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

難
分
解
性
物
質
（
有
害
物
質
で
あ
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

等
）
の
徴
生
物
に
よ
る
分
解
や
炭
酸
ガ
ス
固
定
化
の
技
術
開
発

に
成
功
す
る
な
ら
ぱ
、
地
球
環
境
問
題
解
決
へ
の
足
掛
か
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

築
く
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
法
律
学
に
係
わ
る
分
野
に
お
い
て
も
、
D
N
A
鑑

定
に
よ
る
個
人
の
識
別
を
通
じ
て
、
血
液
・
毛
髪
等
を
手
掛
か

り
と
す
る
犯
罪
捜
査
技
術
は
、
画
期
的
な
発
展
を
み
よ
う
と
し

　
（
4
）

て
い
る
。

　
○
　
も
っ
と
晃
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
杜
会
に
与
え
る
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（91〕　遺伝子工学と法的規制

影
響
は
、
原
子
力
の
そ
れ
と
比
較
し
て
小
さ
い
と
は
い
え
な
い
。

前
述
の
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
に
つ
い
て
も
、
医
学
で
の
可
能
性
が

語
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
遺
伝
病
因
子
を
も
つ
老
の
プ
ラ
イ
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
老
は
多
い
。

　
ま
た
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
成
立
し
た
当
初
か
ら
、
遺

伝
子
組
換
え
作
業
に
伴
う
生
物
災
害
（
バ
イ
オ
ハ
ザ
ー
ド
）
の

危
険
性
を
指
摘
す
る
声
は
強
く
、
技
術
開
発
に
い
ち
早
く
成
功

し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
研
究
老
の
自
主
的
な
取
組
み
に

も
と
づ
い
て
、
遺
伝
子
組
換
え
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
制

　
　
　
　
（
6
）

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
遺
伝
子
組
換
え
に
よ
っ
て
想
像
も

つ
か
な
い
生
物
の
生
成
す
る
危
険
性
の
低
い
こ
と
が
徐
々
に
明

ら
か
と
な
り
、
組
換
え
技
術
の
安
全
性
に
関
す
る
規
制
は
緩
和

さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
作
業
に
伴
う
危
険
性
に
つ
い
て

は
未
知
の
部
分
の
多
い
こ
と
等
を
根
拠
と
し
て
規
制
緩
和
に
慎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

重
な
姿
勢
を
と
る
国
は
多
い
。
さ
ら
に
、
一
九
九
二
年
、
わ
が

国
で
実
施
さ
れ
、
注
目
を
集
め
た
組
換
え
ト
マ
ト
の
野
外
育
生

実
験
の
よ
う
に
、
遺
伝
子
組
換
え
を
う
け
た
生
細
胞
等
（
以
下
、

組
換
え
体
と
い
う
）
の
環
境
へ
の
意
図
的
な
放
出
（
開
放
系
利

用
）
に
つ
い
て
は
、
生
態
系
に
与
え
る
影
響
の
大
き
い
こ
と
を

予
想
し
う
る
こ
と
か
ら
、
規
制
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な

議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
嘗
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
一
九
九
一
年
、
環
境
庁
は
、
組

換
え
体
の
開
放
系
利
用
に
対
し
て
法
的
規
制
を
行
う
べ
き
か
否

か
に
つ
い
て
、
専
門
委
員
会
を
設
置
し
検
討
作
業
に
着
手
し
た
。

遺
伝
子
組
換
え
実
験
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
関
係
省
庁

の
作
成
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
研
究
老
・
企
業
の
側
が
自
主
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

に
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
確
保
が
図
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
方
式
に
代
え
て
、
正
規
の
法
規
制
を
組
換
え
体

の
開
放
系
利
用
に
及
ぼ
す
べ
き
か
否
か
が
検
討
の
対
象
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
右
の
専
門
委
員
会
で
は
意
見
の
一
致
を
み
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

と
は
で
き
ず
、
関
連
業
界
の
反
対
等
も
あ
っ
て
、
法
規
制
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

め
の
準
備
作
業
は
見
送
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
に
よ

る
規
制
を
必
要
と
す
る
意
見
は
、
　
一
部
に
な
お
根
強
く
存
在
し

て
い
る
。

　
遺
伝
子
工
学
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
は
、
ヒ
ト
の
受
精
卵
に
対

す
る
実
験
の
可
否
、
遺
伝
病
の
原
因
と
な
る
遺
伝
子
を
も
つ
老

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
等
、
バ
イ
オ
ェ
シ
ッ
ク
ス
（
生
命
倫
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192〕一橋論叢 第109巻第4号 平成5年（1993年）4月号

理
）
と
も
重
複
す
る
多
様
な
側
面
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

が
ら
、
こ
れ
ら
を
扱
う
論
稿
は
多
い
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

遺
伝
工
学
に
対
す
る
安
全
規
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と

に
し
た
い
。

（
1
）
　
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
概
説
書
と
し
て
、
参
照
、

　
中
村
桂
子
・
松
原
謙
一
監
修
・
大
隅
外
監
訳
『
細
胞
の
分
子
生

　
物
学
』
（
教
育
社
、
一
九
九
〇
年
）
、
渡
辺
格
監
修
『
z
o
葺
昌

　
ω
潟
ユ
｝
二
窒
亮
最
新
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
』
（
教
育
杜
、
一

　
九
九
一
年
）
等
。

（
2
）
　
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
渡
辺
格
監
修
・

　
伊
藤
敏
雄
訳
『
z
①
葦
旨
岩
8
巨
－
窃
畠
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
析
計

　
画
』
（
教
育
杜
、
一
九
九
σ
年
）
。

（
3
）
参
照
、
富
田
稔
．
中
。
野
正
也
『
バ
イ
オ
業
界
』
一
八
三
頁

　
以
下
（
教
育
社
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
4
）
　
D
N
A
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
田
淵
浩
一
・
川
口
浩

　
一
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
『
D
N
A
分
析
』
の
法
的
問
題
一
・

　
二
（
完
）
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
三
巻
一
号
・
二
号
、
藤
原
静
雄

「
D
N
A
分
析
と
個
人
情
報
保
護
（
一
）
～
（
三
・
完
）
」
自
治
研

　
究
六
八
巻
二
号
～
四
号
等
。

（
5
）
参
照
、
保
木
本
一
郎
「
遺
伝
子
工
学
の
公
法
的
統
制
」
公

　
法
研
究
五
三
号
二
六
頁
、
同
「
科
学
技
術
の
公
法
的
統
制
論
」

高
柳
信
一
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
法
の
現
状
分
析
』
二
七
九
頁

　
（
動
草
書
房
、
一
九
九
一
年
）
等
。

（
6
）
　
参
照
、
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ク
リ
ム
ス
キ
ー
薯
・
玉
野
井
冬
彦

　
訳
・
木
村
利
人
監
訳
『
生
命
工
学
へ
の
警
告
』
六
九
頁
以
下

　
（
家
の
光
協
会
、
　
一
九
八
四
年
）
等
。

（
7
）
　
E
C
諸
国
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
参
照
、
中
村
桂
子
・
加

藤
順
子
・
辻
秦
『
組
換
え
D
N
A
技
術
の
安
全
性
』
六
七
頁
・

　
二
一
五
頁
（
講
談
社
、
一
九
八
九
年
）
等
。

（
8
）
　
参
照
、
後
出
三
。

（
9
）
　
財
団
法
人
バ
イ
オ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
協
会
編
『
遺
伝
子
操

作
の
安
全
性
に
つ
い
て
』
一
頁
以
下
（
教
育
社
、
一
九
九
一

年
）
。

（
1
0
）
　
中
央
公
害
対
策
審
議
会
企
画
部
会
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

専
門
委
員
会
（
以
下
、
中
公
審
バ
イ
オ
専
門
委
員
会
と
い
う
）

『
遺
伝
子
操
作
生
物
の
開
放
系
利
用
に
係
る
環
境
保
全
の
基
本

　
的
考
え
方
に
つ
い
て
』
三
六
頁
（
一
九
九
一
年
）
。

（
u
）
　
注
（
4
）
・
（
5
）
所
掲
の
諸
文
献
。
さ
ら
に
、
参
照
、
法

律
時
報
五
七
巻
五
号
か
ら
一
〇
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
「
生
命
科

学
と
法
哲
学
と
の
対
話
」
の
諸
論
文
。

H
二

安
全
性
に
関
す
る
議
論
の
経
緯

中
心
と
し
て
）

（
ア
メ
リ
カ
等
を

遺
伝
子
工
学
は
、
そ
の
安
全
性
に
つ
い
て
、

技
術
の
成

524



（93）　遺伝子工学と法的規制

立
の
当
初
か
ら
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
、
安
全
性
確
保
に
関
す

る
準
則
の
い
ち
早
く
確
立
さ
れ
た
点
に
、
他
に
み
ら
れ
な
い
特

色
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
遺
伝
子
工
学
の
安
全
性
に
関
す

る
諸
問
題
の
概
要
を
知
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
等
に
お
い
て
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

さ
れ
た
議
論
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
○
　
遺
伝
子
工
学
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
実
用
化
へ

の
過
程
を
歩
ん
だ
。
そ
し
て
、
開
発
の
先
頭
を
走
っ
て
い
た
ア

メ
リ
カ
で
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
、
動
物
の
腫
瘍
ウ
ィ
ル
ス

（
S
V
4
0
）
を
犬
腸
菌
に
組
み
込
む
実
験
の
是
非
を
め
ぐ
り
、
議

論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
D
N
A
の
組
換
え
を
う
け

た
大
腸
菌
が
環
境
中
に
拡
散
し
、
人
間
に
腫
瘍
を
生
起
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
七
三
年
に
開
催
さ
れ
た
ゴ
ー
ド
ン
会
議
に
お
い
て
、
コ

ー
エ
ン
と
ボ
イ
ヤ
ー
が
発
表
し
た
組
換
え
D
N
A
技
術
は
、
遺

伝
子
組
換
え
実
験
を
容
易
に
す
る
の
と
同
時
に
、
研
究
や
産
業

で
の
幅
広
い
応
用
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
応
用

の
結
果
に
対
す
る
研
究
老
の
懸
念
を
呼
び
起
こ
し
た
。
そ
こ
で
、

同
会
議
の
最
終
日
に
、
安
全
性
に
関
す
る
討
議
が
行
わ
れ
、
米

国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
等
に
調
査
委
員
会
の
設
置
を
要
請
す
る
合

意
が
成
立
し
た
。
そ
こ
で
、
米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
委
員

会
討
議
を
実
施
し
、
一
部
の
タ
イ
プ
の
研
究
・
実
験
に
つ
い
て

実
施
を
延
期
す
べ
き
こ
と
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）
、
安
全
性
に
関
す

る
国
際
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け

て
開
催
さ
れ
た
の
が
、
一
九
七
五
年
二
月
の
ア
シ
ロ
マ
会
議
で

（
M
）

あ
る
。

　
右
の
会
議
に
お
い
て
は
、
組
換
え
体
の
属
性
に
つ
い
て
明
ら

か
で
な
い
部
分
の
多
い
こ
と
か
ら
、
厳
格
な
安
全
措
置
の
下
で

実
験
を
実
施
す
る
こ
と
、
一
部
の
実
験
に
つ
い
て
モ
ラ
ト
リ
ア

ム
を
継
続
す
べ
き
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
組
換
え
D

N
A
技
術
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
考
え
出

さ
れ
た
の
が
、
「
物
理
的
封
じ
込
め
」
と
「
生
物
学
的
封
じ
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
）

め
」
の
二
つ
の
手
段
で
あ
る
。

　
「
物
理
的
封
じ
込
め
」
と
は
、
施
設
の
設
備
、
実
験
室
の
設

計
、
実
験
実
施
要
項
を
通
じ
て
、
組
換
え
体
の
環
境
へ
の
伝

播
一
拡
散
を
防
止
す
る
措
置
を
指
し
て
お
り
、
「
生
物
学
的
封

じ
込
め
」
と
は
、
特
殊
な
培
養
条
件
の
下
以
外
で
は
生
存
で
き

な
い
宿
主
（
組
換
え
D
N
A
分
子
を
移
入
さ
れ
る
生
細
胞
）
と

他
の
生
細
胞
へ
の
伝
達
性
の
な
い
ベ
ク
タ
ー
（
宿
主
に
異
種
の
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D
N
A
を
運
ぶ
D
N
A
）
と
を
用
い
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
組

換
え
体
の
環
境
へ
の
伝
播
・
拡
散
を
防
止
す
る
措
置
等
を
指
し

　
　
＾
1
6
）

て
い
る
。

　
右
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
一
九
七
六
年
、
米
国
国
立
衛
生
研
究

所
（
N
I
H
）
に
よ
っ
て
組
換
え
D
N
A
実
験
指
針
が
告
示
さ

　
（
1
7
）

れ
た
。
こ
の
指
針
は
、
法
的
拘
東
力
を
も
た
な
い
も
の
の
、
N

I
H
よ
り
資
金
を
受
け
る
研
究
に
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
指

針
は
、
物
理
的
封
じ
込
め
の
手
段
と
し
て
、
人
間
に
対
す
る
病

原
因
子
に
あ
て
は
め
て
い
る
も
の
と
同
様
の
四
段
階
の
封
じ
込

め
レ
ベ
ル
（
P
1
（
最
少
レ
ベ
ル
）
か
ら
P
4
（
最
高
レ
ベ
ル
）
）

を
設
定
し
、
環
境
へ
の
伝
播
等
の
お
そ
れ
の
無
い
宿
主
ー
ベ
ク

タ
i
系
を
用
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
ほ
か
、
組
換
え
体
の
環
境

へ
の
放
出
を
含
む
一
部
の
実
験
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
規
定
す
る

等
、
安
全
性
の
余
裕
を
十
分
に
見
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
N
I
H
の
指
針
は
、
わ
が
国
を
は
じ
め
、
多
く
の
国
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

け
る
遺
伝
子
工
学
安
全
基
準
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
右
の
指
針
に
も
と
づ
く
組
換
え
実
験
の
経
験
が

蓄
積
さ
れ
る
に
つ
れ
、
規
制
内
容
は
、
順
次
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ぱ
、
一
九
七
八
年
の
第
一
次
改
訂
に
お
い
て
は
、
安
全
性

の
確
認
さ
れ
た
実
験
に
つ
い
て
指
針
の
適
用
を
除
外
す
る
決
定

が
な
さ
れ
、
組
換
え
体
の
開
放
系
利
用
も
N
I
H
所
長
の
承
認

に
よ
り
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
八
二
年
の
第
五

次
改
訂
で
は
、
禁
止
実
験
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
削
除
さ
れ
、
開
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

系
利
用
へ
の
途
が
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
。

　
右
の
よ
う
に
指
針
の
規
制
内
容
が
変
更
さ
れ
た
背
景
に
は
、

①
組
換
え
D
N
A
に
よ
り
組
換
え
体
が
偶
発
的
に
有
害
な
性
質

を
も
つ
こ
と
は
な
い
こ
と
、
②
組
換
え
体
の
も
つ
リ
ス
ク
は
、

宿
主
、
ベ
ク
タ
ー
、
供
与
D
N
A
（
ベ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
宿
主

に
挿
入
さ
れ
る
D
N
A
）
の
三
つ
の
要
素
か
ら
予
側
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
三
つ
の
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
リ

ス
ク
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
、
③
一
般
に
、
環
境
に
お
い
て
組

換
え
体
の
生
残
す
る
可
能
性
は
低
い
こ
と
（
組
換
え
体
は
、
選

択
的
な
有
利
性
を
も
た
な
い
こ
と
）
、
等
の
認
識
が
あ
る
、
と
い

　
＾
2
0
）

え
よ
う
。

　
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
安
全
性
に
関
す
る
議
論
の

重
点
は
、
閉
鎖
系
に
お
い
て
作
り
出
さ
れ
た
組
換
え
体
の
開
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

系
利
用
の
可
否
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。

　
目
　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
　
一
九
八
二
年
、
ア
イ
ス
マ
イ
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ナ
ス
菌
の
環
境
散
布
実
験
を
契
機
と
し
て
、
開
放
系
利
用
の
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

全
性
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
閉
鎖
系

と
比
較
し
た
場
合
、
開
放
系
利
用
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も

つ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
開
放
系
利
用
の

性
格
上
、
特
段
の
封
じ
込
め
を
行
わ
な
い
こ
と
、
②
開
放
系
利

用
に
お
い
て
は
、
組
換
え
体
が
他
の
生
物
を
含
め
た
環
境
と
の

相
互
作
用
を
通
じ
て
増
殖
し
、
他
の
生
物
の
増
減
に
影
響
を
与

え
る
等
、
生
態
系
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
、
③

そ
れ
ゆ
え
、
導
入
さ
れ
る
環
境
の
特
性
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ

る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
放
系
利
用
に
つ
い
て

は
、
そ
の
生
態
系
へ
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
が
な
さ
れ

　
　
　
　
（
2
3
）

る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
二
れ
ら
の
議
論
は
、
一
九
八
七
年
の
米
国
科
学
ア

　
　
　
　
　
＾
刎
）

カ
デ
ミ
ー
一
の
報
告
や
一
九
八
八
年
の
米
国
議
会
技
術
評
価
局
の

　
（
2
5
〕

報
告
書
等
に
集
約
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
お
い
て
は
、

①
組
換
え
D
N
A
技
術
に
は
特
有
の
危
険
性
は
な
く
、
組
換
え

体
の
環
境
導
入
に
伴
う
リ
ス
ク
は
、
天
然
の
生
物
あ
る
い
は
他

の
方
法
に
よ
る
操
作
生
物
の
導
入
の
リ
ス
ク
と
同
種
で
あ
る
こ

と
、
②
開
放
系
利
用
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
，
こ
と
に
評

価
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
、
③
環
境
影
響
の
評
価
に
つ
い
て

は
、
組
換
え
体
の
性
質
、
導
入
さ
れ
る
環
境
の
特
性
、
導
入
の

方
法
・
規
模
等
を
総
合
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
④
組

。
換
え
体
の
環
境
へ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
実
験
室
で
の
実
験
、

模
擬
的
環
境
で
の
実
験
、
小
規
模
野
外
試
験
等
、
段
階
を
踏
み

な
が
ら
安
全
性
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
⑤
環
境
影
響
の

評
価
を
行
う
た
め
に
、
評
価
の
基
準
・
方
法
を
明
ら
か
に
し
、

環
境
に
お
け
る
組
換
え
体
の
挙
動
を
把
握
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

方
法
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
等
、
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
基
本
認
識
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
開
放

系
利
用
に
つ
い
て
、
環
境
保
護
庁
（
E
P
A
）
・
農
務
省
（
U
S

D
A
）
・
N
I
H
が
、
基
準
を
制
定
し
環
境
影
響
の
審
査
を
行

っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
他
の
連
邦
機
関
が
審
査
を
行
う
場
合
、

N
I
H
の
審
査
は
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
N
I

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

H
の
役
割
は
減
じ
て
き
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
総
じ
て
、

ア
メ
リ
カ
で
の
開
放
系
利
用
の
規
制
は
、
連
邦
殺
虫
剤
・
殺
菌

剤
・
殺
鼠
剤
法
（
F
I
F
R
A
）
や
連
邦
植
物
病
害
虫
法
（
F

P
P
A
）
等
の
製
造
物
に
着
目
し
た
既
存
の
法
律
の
下
で
、
環

境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
あ
る
い
は
規
則
制
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定
を
目
指
す
方
向
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
＾
2
7
〕

が
で
き
よ
う
。

　
㈲
　
以
上
、
遺
伝
子
工
学
の
安
全
性
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
で

の
議
論
の
概
要
を
追
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
閉
鎖
系
利
用
の
よ
う
な
、
も
っ
ぱ
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
依

拠
し
て
規
制
を
行
う
ケ
ー
ス
が
、
す
べ
て
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

E
C
諸
国
に
お
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
に
二
つ
の
理
事
会
指
令

が
発
せ
ら
れ
、
加
盟
国
は
、
閉
鎖
系
利
用
・
開
放
系
利
用
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
指
令
の
内
容
に
即
し
た
国
内
的
実
施
措
置
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
8
）

と
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
す
で
に
、
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ

ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
デ
ン
マ
ー
ク
等
に
お
い
て
、
段
階
的
に
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
）

措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
右
の
E
C
指
令
の
制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
E
C
域
内
に
お

い
て
規
制
水
準
を
均
一
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

存
在
を
着
過
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
閉
鎖
系
利
用
に
関

す
る
E
C
指
令
の
前
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遺
伝
子
工

学
に
伴
う
リ
ス
ク
は
定
性
的
に
も
定
量
的
に
も
未
知
の
部
分
の

多
い
こ
と
を
、
E
C
理
事
会
が
な
お
重
視
し
て
い
る
と
い
う
面

に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
E
C
諸
国
と
の
問
に
考
え
方
の
差
異

の
存
在
す
る
こ
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
1
2
）
　
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
参
照
、
注

　
（
6
）
・
（
7
）
・
（
9
）
・
（
1
0
）
。
さ
ら
に
、
参
照
、
ア
メ
リ
カ
合

　
衆
国
議
会
特
別
調
査
（
農
林
水
産
省
農
林
水
産
技
術
会
議
監

　
修
）
『
遺
伝
子
工
学
の
現
状
と
未
来
』
一
頁
以
下
（
家
の
光
協

　
会
、
一
九
八
二
年
）
、
米
国
議
会
技
術
評
価
局
（
池
田
庸
之
助
外

　
監
修
）
『
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
戦
略
』
一
頁
以
下
（
家

　
の
光
協
会
、
一
九
八
五
年
）
、
米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
著
・
加
藤

　
順
子
訳
「
組
換
え
D
N
A
操
作
生
物
の
環
境
へ
の
導
入
－
何
が

　
問
題
か
」
蛋
白
質
・
核
酸
・
酵
素
三
三
巻
一
号
八
七
頁
、
加
藤

　
順
子
・
矢
野
圭
司
（
校
閲
）
「
組
換
え
生
物
の
自
然
界
へ
の
放
出

　
の
安
全
性
評
価
－
植
物
・
徴
生
物
を
中
心
と
し
て
－
」
蛋
自

　
質
・
核
酸
・
酵
素
臨
時
増
刊
号
『
遣
伝
子
操
作
岩
8
』
四
四
一

　
頁
、
三
菱
化
成
安
全
科
学
研
究
所
『
平
成
三
年
度
農
林
水
産
省

　
委
託
事
業
成
果
報
告
脅
　
欧
米
先
進
国
で
の
野
外
試
験
に
お
け

　
る
安
全
性
評
価
に
関
す
る
調
査
』
一
頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）

　
等
。

（
1
3
）
　
以
下
の
経
緯
に
つ
き
、
参
照
、
ク
リ
ム
ス
キ
ー
・
前
掲
注

　
（
6
）
二
九
頁
以
下
。

（
1
4
）
　
ω
§
β
や
ω
ぎ
o
q
胃
即
ω
o
戸
O
ミ
§
ミ
ミ
o
さ
、
…

　
き
ミ
糞
冨
H
ω
O
冒
之
O
戸
旨
量
（
岩
鶉
）
一
ω
①
轟
9
巴
二

　
き
膏
§
ぎ
、
史
き
§
亀
募
県
完
“
8
§
ミ
s
s
ミ
妻
き
サ
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§
貧
崖
蜆
o
o
g
窒
8
一
ω
8
（
－
彗
－
）
．
参
照
、
ク
リ
ム
ス
キ

　
ー
・
前
掲
注
（
6
）
八
三
頁
以
下
。

（
1
5
）
　
吻
§
｝
雲
o
q
9
凹
r
寒
§
－
§
一
ミ
吻
ざ
討
§
§
、
呉
§
“

　
ト
気
ざ
§
亀
、
o
o
書
ミ
s
ミ
o
ミ
完
§
o
§
寧
、
§
ミ
塞
き
㌻

　
§
貧
S
雰
O
O
．
書
↓
．
ぎ
員
ω
〇
一
－
畠
戸
嚢
二
－
竃
一
’

　
参
照
、
ク
リ
ム
ス
キ
ー
・
前
掲
注
（
6
）
一
一
五
頁
以
下
。

（
1
6
）
　
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
組
換
え
D
N
A
実

　
験
指
針
研
究
会
編
科
学
技
術
庁
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
課
監
修

　
『
組
換
え
D
N
A
実
験
指
針
－
解
説
・
Q
＆
A
－
』
九
頁
以

　
下
．
二
四
頁
以
下
（
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）
。

（
1
7
）
　
U
8
1
艮
匡
塞
旨
戸
里
口
S
g
o
箏
一
彗
α
峯
①
罵
胃
P
Z
津
－
．

　
－
易
津
巨
鶉
艮
昌
S
一
員
O
自
巨
警
冨
二
冒
家
8
彗
9
－
目
き
一
．

　
ま
目
胴
勾
o
8
昌
9
g
鼻
U
z
＞
竃
o
－
g
巳
o
9
昌
句
＆
－
勾
①
炉

　
ミ
o
s
（
旨
ξ
一
岩
豪
）
、
以
下
に
つ
き
、
参
照
、
中
村
等
・
前

　
掲
注
（
7
）
ニ
ハ
頁
以
下
。

（
1
8
）
　
参
照
、
水
野
隆
史
「
組
換
え
D
N
A
研
究
と
実
験
指
針
」

　
－
凹
奉
俸
↓
9
巨
o
－
◎
電
（
以
下
、
L
＆
T
と
い
う
）
　
一
号
二
二

　
頁
以
下
。

（
1
9
）
　
U
暑
．
o
｝
＝
塞
岸
戸
向
o
目
8
巨
o
員
彗
庄
幸
①
罵
胃
ρ
Z
津
F

　
－
冨
巨
旨
后
ω
o
｛
雪
①
竺
亭
一
〇
目
邑
①
－
す
鶉
｛
冒
丙
窃
⑦
胃
o
す
H
目
く
o
－
一

i
長
宛
o
8
昌
巨
畠
鼻
U
之
＞
竃
o
－
8
巨
①
9
お
思
p
肉
①
岬

8
§
（
厚
0
1
員
－
O
§
一
〇
①
O
－
・
｛
匡
9
葺
星
；
き
昌
一

印
目
o
幸
①
罵
胃
9
2
斗
－
．
5
g
－
巨
註
ω
艮
匡
s
早
戸
o
＝
巳
①
－
－
篶
ω

　
｛
o
『
宛
①
器
彗
g
巨
く
o
－
く
ま
口
q
勾
o
8
目
巨
目
凶
津
U
2
＞
旨
o
－
①
．

　
昌
一
①
9
ミ
勺
＆
1
宛
①
甲
－
曽
o
o
o
（
＞
喀
－
曽
し
o
o
0
N
）
1

（
2
0
）
　
例
え
ぱ
、
参
照
、
米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
・
前
掲
注
（
u
）

　
八
七
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
参
照
、
中
村
等
・
前
掲
注
（
7
）
五

　
一
頁
、
中
公
審
バ
イ
オ
専
門
委
員
会
・
前
掲
注
（
1
0
）
七
頁
以

　
下
。

（
2
1
）
　
中
公
審
バ
イ
オ
専
門
委
員
会
・
前
掲
注
（
1
0
）
七
頁
。

（
2
2
）
　
参
照
、
合
衆
国
技
術
評
価
局
薯
・
都
留
信
也
・
辛
島
美
恵

　
子
（
監
訳
）
『
遺
伝
子
工
学
生
物
の
野
外
試
験
』
一
頁
以
下
（
東

　
京
書
籍
、
一
九
九
〇
年
）

（
2
3
）
　
参
照
、
中
村
等
・
前
掲
注
（
7
）
八
六
頁
以
下
、
中
公
審

　
バ
イ
オ
専
門
委
員
会
・
前
掲
注
（
1
0
）
八
頁
以
下
。

（
2
4
）
　
参
照
・
米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
・
前
掲
注
（
1
2
）
八
七
頁

　
以
下
。

（
2
5
）
　
参
照
、
前
掲
注
（
2
2
）
。

（
2
6
）
　
S
句
＆
‘
丙
晶
－
ω
畠
亀
（
＞
自
炉
N
｛
L
o
o
。
↓
）
．

（
2
7
）
　
参
照
、
三
菱
化
成
安
全
科
学
研
究
所
・
前
掲
注
（
1
2
）
四

　
四
頁
以
下
。
9
“
畠
｝
＆
■
宛
①
甲
墨
曽
ω
（
』
昌
o
墨
L
⑩
o
。
①
）
一

　
s
句
＆
・
宛
o
炉
N
墨
竃
（
旨
g
－
①
L
竃
↓
）
一
g
句
＆
．
宛
品
．

　
ξ
匿
（
｝
①
巨
H
二
8
H
）
．

（
2
8
）
　
参
照
、
高
橋
滋
「
ド
イ
ツ
遺
伝
子
工
学
法
の
諸
問
題
」
法

　
学
研
究
二
三
号
七
一
頁
以
下
。
前
で
雪
O
津
一
巨
①
を
「
規
則
」

　
と
訳
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
「
指
令
」
と
訂
正
さ
せ
て
頂
く
。
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（
2
9
）
　
環
境
庁
調
べ
　
（
一
九
九
二
年
六
月
現
在
）
。

（
3
0
）
参
照
、
バ
イ
オ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
協
会
・
前
掲
注
（
1
2
）

　
五
二
頁
以
下
。

（
3
1
）
　
く
阻
－
内
ざ
巨
＝
邑
①
庄
窃
肉
算
①
ω
o
實
向
Ω
く
o
冒
墨
」
・
岩
8

　
亭
胃
昌
①
＜
g
峯
雪
匝
冒
①
q
①
目
8
＆
ω
9
き
『
彗
宗
斗
胃
…
一
・

　
ζ
8
轟
彗
武
昌
8
旨
o
目
g
9
一
〇
窪
昌
昌
身
ω
8
昌
g
（
＞
σ
－
・
－

　
H
ミ
＼
H
－
宣
）
1

三
　
わ
が
国
で
の
遺
伝
子
工
学
規
制
と
そ
の
現
状

　
H
　
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ア
シ
ロ
マ
会
議
以
降
、
内
閣
総

理
犬
臣
の
諮
間
機
関
で
あ
る
科
学
技
術
会
議
、
文
部
犬
臣
の
諮

問
機
関
で
あ
る
学
術
審
議
会
、
総
理
府
の
常
設
機
関
で
あ
る
日

本
学
術
会
議
等
に
お
い
て
、
組
換
え
D
N
A
技
術
研
究
の
推
進

方
法
に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
れ
か
ら
の
検
討
作
業
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
に
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
に
よ
る
安
全
性
の
確
保
が
適
当
で
あ
る
と

　
＾
3
2
）

の
結
論
が
示
さ
れ
、
　
一
九
七
九
年
、
ま
ず
、
文
部
大
臣
に
よ
っ

て
「
大
学
等
の
研
究
機
関
等
に
お
け
る
組
換
え
D
N
A
実
験
指

針
」
（
以
下
、
文
部
省
指
針
と
い
う
）
が
決
定
さ
れ
、
文
部
省
告

　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

示
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
の
研
究
機
関
を
カ
バ
ー

す
る
実
験
指
針
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
九
年
八
月
の
科
学
技
術

会
議
の
答
申
を
受
け
、
内
閣
総
理
大
臣
が
「
組
換
え
D
N
A
実

験
指
針
」
（
以
下
、
科
学
技
術
庁
指
針
と
い
う
）
を
決
定
．
公
表

　
　
（
糾
）

し
て
い
る
。

　
右
の
文
部
省
指
針
や
科
学
技
術
庁
指
針
は
、
研
究
関
発
段
階

の
作
業
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
遺
伝
子

工
学
の
産
業
利
用
が
進
む
に
つ
れ
て
、
大
規
模
実
験
に
関
す
る

基
準
や
開
放
系
利
用
に
関
す
る
基
準
を
設
定
す
る
必
要
性
が
生

じ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
、
ま
ず
、
一
九
八
三
年
の
科
学
技
術
庁
指

針
の
第
五
次
改
訂
に
お
い
て
、
大
量
培
養
実
験
（
二
〇
リ
ッ
ト

ル
を
こ
え
る
規
模
の
実
験
）
に
つ
い
て
の
安
全
確
保
基
準
の
設

　
　
　
（
3
5
）

定
を
み
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
六
年
に
は
、
「
組
換
え
D
N
A
技

　
　
　
　
　
＾
3
6
）

術
工
業
化
指
針
」
（
通
産
省
告
示
。
以
下
、
通
産
省
指
針
と
い

う
）
と
「
組
換
え
D
N
A
技
術
応
用
医
薬
品
等
の
製
造
の
た
め

　
　
（
3
7
）

の
指
針
」
（
厚
生
省
薬
務
局
長
通
知
。
以
下
、
厚
生
省
医
薬
品
指

針
と
い
う
）
が
公
表
さ
れ
、
一
九
八
九
年
に
は
、
「
農
林
水
産
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

野
等
に
お
け
る
組
換
え
体
の
利
用
の
た
め
の
指
針
」
（
農
林
水

産
事
務
次
官
通
達
。
以
下
、
農
水
省
指
針
と
い
う
）
、
一
九
九
一

年
に
は
、
「
組
換
え
D
N
A
技
術
応
用
食
品
．
食
品
添
加
物
の
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製
造
指
針
及
び
組
換
え
D
N
A
技
術
応
用
食
品
・
食
品
添
加
物

　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
〕

の
安
全
性
評
価
指
針
L
（
厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
通
知
。
以
下
、

厚
生
省
食
品
・
食
品
添
加
物
指
針
と
い
う
）
が
公
表
さ
れ
て
い

る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
指
針
は
、
関
係
者
に
対
し
て
自
主
的

な
遵
守
を
要
求
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
わ
が
国
に
お
け
る
遺

伝
子
工
学
規
制
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
方
式
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
「
（
遺
伝
子
組
換
え
技
術
に

つ
い
て
）
当
初
予
測
さ
れ
た
潜
在
的
な
危
険
性
は
…
－
な
お
推

測
の
域
に
留
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現
時
点
で
こ

れ
に
法
律
に
よ
る
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

の
基
本
的
な
考
え
方
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
こ
れ
ら

の
指
針
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
○
　
科
学
技
術
庁
指
針
や
文
部
省
指
針
は
、
実
験
室
内
及
ぴ

野
外
に
お
け
る
基
礎
的
な
実
験
を
対
象
と
す
る
指
針
で
あ
る
。

両
指
針
は
、
当
初
、
実
験
室
内
の
研
究
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、

開
放
系
利
用
に
関
す
る
技
術
開
発
の
進
む
と
と
も
に
、
現
在
で

は
、
非
閉
鎖
系
区
画
及
ぴ
野
外
隔
離
実
験
区
画
に
お
け
る
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
）

実
験
等
を
も
そ
の
対
象
に
取
り
込
ん
で
い
る

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
指
針
に
お
い
て
は
、
技
術
的
側
面
か
ら

の
安
全
確
保
と
と
も
に
、
組
織
的
側
面
か
ら
の
安
全
確
保
も
な

さ
れ
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。
例
え
ぱ
、
科
学
技
術
庁
指
針
は
、

閉
鎖
系
利
用
の
技
術
的
側
面
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
物
理
的
封
じ

込
め
及
ぴ
生
物
学
的
封
じ
込
め
の
措
置
を
要
求
す
る
。

　
物
理
的
封
じ
込
め
に
つ
い
て
は
、
二
〇
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
規

模
に
つ
い
て
P
ー
か
ら
P
4
の
四
段
階
が
、
こ
れ
を
こ
え
る
実

験
に
つ
い
て
L
S
l
C
・
L
S
I
1
・
L
S
l
2
の
三
段
階
が
、

実
験
の
安
全
度
に
対
応
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
生
物

学
的
封
じ
込
め
に
つ
い
て
は
、
①
特
殊
な
培
養
条
件
以
外
で
は

生
存
し
な
い
宿
主
と
宿
主
の
も
の
以
外
の
生
細
胞
に
移
行
し
に

く
い
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
組
換
え
体
の
環
境

へ
の
伝
播
．
拡
散
を
防
止
す
る
か
、
②
生
物
学
的
安
全
性
の
き

わ
め
て
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
た
宿
主
－
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い

る
こ
と
に
よ
り
、
組
換
え
体
の
生
物
学
的
安
全
性
を
高
く
維
持

し
、
実
験
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
封
じ
込
め
に
つ
い
て
は
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
B
1
及
び

B
2
の
二
段
階
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
以
上
の
点
に
つ
き
、
参

照
、
科
学
技
術
庁
指
針
第
－
部
第
2
章
第
－
節
・
第
2
節
）
。
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他
方
、
組
織
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
実
験
従
事
者
及
び
試
験

研
究
機
関
の
長
の
責
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
研
究

機
関
内
に
は
安
全
委
員
会
と
安
全
主
任
老
を
設
け
る
こ
と
、
実

験
は
基
本
的
に
安
全
委
員
会
の
審
査
を
経
て
長
の
承
認
を
受
け

る
こ
と
を
、
要
求
さ
れ
る
（
科
学
技
術
庁
指
針
第
－
部
第
5

章
）
。
さ
ら
に
、
指
針
は
、
指
針
に
基
準
の
示
さ
れ
て
い
な
い
実

験
を
列
挙
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
の
指
導
の
下
に
実
施
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
（
科
学
技
術
庁
指
針
第
－
部
第
－

章
第
6
（
1
）
）
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
実
験
に
つ
い
て
は
、

試
験
研
究
機
関
の
長
か
ら
科
学
技
術
庁
に
実
験
計
画
書
を
提
出

し
、
科
学
技
術
会
議
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
部
会
（
組
換
え
D
N

A
技
術
分
科
会
）
に
よ
る
審
議
を
経
た
後
、
実
験
の
承
認
の
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

知
を
受
け
る
手
続
を
求
め
ら
れ
る
。

　
ち
な
み
に
、
文
部
省
指
針
は
、
一
部
の
実
験
に
つ
き
文
部
犬

臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
（
具
体
的
に
は
、

学
術
審
議
会
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
部
会
組
換
え
D
N
A
専
門
委

員
会
安
全
委
員
会
の
審
査
）
ほ
か
、
基
本
的
に
、
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
媚
）

指
針
と
同
様
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
⇔
　
文
部
省
指
針
の
対
象
と
す
る
実
験
は
、
製
品
開
発
を
直

接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
科
学
技
術

庁
指
針
の
対
象
と
す
る
実
験
の
な
か
で
、
安
全
性
を
確
認
さ
れ

産
業
利
用
の
可
能
性
を
認
め
ら
れ
た
組
換
え
体
に
つ
い
て
は
、

厚
生
省
医
薬
品
指
針
、
同
食
晶
・
食
品
添
加
物
指
針
、
通
産
省

指
針
、
農
水
省
指
針
に
し
た
が
っ
て
、
産
業
化
段
階
に
お
け
る

安
全
確
認
の
な
さ
れ
た
う
え
で
、
最
終
的
に
製
品
に
関
す
る
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

認
可
等
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
下
、
閉
鎖
系
利
用
の
み
な
ら
ず
、
開
放
系
利
用
を
予
定
し

た
組
換
え
体
の
利
用
を
対
象
と
す
る
農
水
省
指
針
を
例
と
し
て
、

組
換
え
体
の
産
業
利
用
に
関
す
る
わ
が
国
の
指
針
の
概
要
を
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
こ
の
指
針
は
、
農
林
水
産
業
、
食
品
業
そ
の
他
（
農

薬
・
肥
料
等
）
の
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
産
業
分
野
に
適
用

さ
れ
る
（
参
照
、
農
水
省
指
針
第
－
章
第
1
）
。

　
つ
ぎ
に
、
指
針
は
、
組
換
え
植
物
、
組
換
え
徴
生
物
、
組
換

え
実
験
小
動
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
利
用
の
安
全
確
認
の

た
め
の
諸
原
則
を
定
め
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
組
換
え
徴
生
物
に

つ
い
て
、
指
針
は
、
そ
の
生
産
工
程
に
お
け
る
利
用
に
関
し
、

宿
主
、
供
与
D
N
A
及
ぴ
ベ
ク
タ
ー
、
組
換
え
徴
生
物
の
観
点
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か
ら
安
全
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
G
I
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

S
P
（
Ω
◎
a
－
邑
易
ま
巴
■
胃
o
q
①
．
ω
S
τ
串
碧
饒
8
）
利
用
と

し
て
最
少
限
の
封
じ
込
め
措
置
で
た
り
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
の
程
度
に
応
じ
て
カ
テ

ゴ
リ
ー
ー
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
一
3
の
レ
ベ
ル
に
区
別
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
所
定
の
封
じ
込
め
措
置
の
下
で
の
利
用
を
求
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
開
放
系
利
用
を
目
的
と
す
る
組
換
え
徴
生
物
に
つ

い
て
は
、
生
産
工
程
に
お
い
て
、
G
I
L
S
P
利
用
及
ぴ
カ
テ

ゴ
リ
ー
1
利
用
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
模
擬
的

環
境
利
用
に
お
い
て
管
理
を
行
い
、
段
階
的
に
安
全
性
を
確
認

し
な
が
ら
、
徴
生
物
の
開
放
系
利
用
に
近
づ
け
て
い
く
等
の
ス

テ
ヅ
プ
を
経
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
（
農
水
省
指
針
第
2

章
第
3
）
。

　
な
お
、
育
種
に
必
要
な
素
材
を
確
保
す
る
た
め
組
換
え
植
物

を
増
殖
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
隔
離
ほ
場
等
に
お
い
て
模

擬
的
環
境
利
用
を
行
い
、
開
放
系
利
用
の
た
め
の
安
全
性
の
確

認
の
な
さ
れ
た
う
え
で
、
開
放
系
利
用
の
な
さ
れ
る
こ
と
を
予

定
さ
れ
て
い
る
（
農
水
省
指
針
第
2
章
第
2
）
。

　
以
上
の
基
準
は
、
お
も
に
技
術
的
側
面
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
農
水
省
指
針
に
お
い
て
も
、
業
務
管
理
老
、
業

務
安
全
主
任
老
を
任
命
し
所
定
の
任
務
を
果
た
さ
せ
る
の
と
同

時
に
、
業
務
安
全
委
員
会
を
設
置
す
る
等
、
管
理
体
制
の
整
備

等
の
組
織
的
側
面
に
関
す
る
基
準
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
（
農

水
省
指
針
第
3
章
）
。

　
ち
な
み
に
、
事
業
老
は
、
組
換
え
体
の
利
用
に
あ
た
り
、
そ

の
利
用
が
指
針
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
農
林
水
産
大

臣
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
農
林
水

産
技
術
会
議
に
設
け
ら
れ
た
組
換
え
体
利
用
専
門
委
員
会
（
動

物
用
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
、
中
央
薬
事
審
議
会
の
バ
イ
オ
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
特
別
部
会
）
の
調
査
審
議
を
経
る
こ
と
と
さ
れ
て

（
蝸
）

い
る
。
た
だ
し
、
本
項
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
農
水
省
指

針
を
は
じ
め
と
し
て
、
組
換
え
体
の
産
業
利
用
に
関
す
る
指
針

は
、
関
係
者
の
自
主
的
な
遵
守
に
期
待
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

　
　
（
〃
）

す
ぎ
な
い
。
農
水
省
指
針
は
、
事
業
者
は
組
換
え
体
の
安
全
評

価
等
が
指
針
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
等
の
確
認
を
農
林
水
産
大

臣
に
「
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
、
こ
の
点
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
（
農
水
省
指
針
第
4
章
1
）
。

　
（
3
2
）
　
参
照
、
一
九
七
七
年
四
月
科
学
技
術
会
議
第
六
号
答
申
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「
諮
間
第
六
号
『
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
総
合
的
科
学
技
術
政

策
の
基
本
に
つ
い
て
』
に
対
す
る
答
申
」
、
一
九
七
七
年
一
〇
月

　
日
本
学
術
会
議
「
我
が
国
に
お
け
る
D
N
A
分
子
組
換
え
研
究

　
の
進
め
方
に
関
す
る
見
解
」
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
学
術
審
議

会
建
議
「
大
学
等
の
研
究
機
関
に
お
け
る
組
換
え
D
N
A
実
験

　
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
。

（
3
3
）
　
昭
和
五
四
年
三
月
三
一
日
文
部
省
告
示
。
文
都
省
の
指
針

　
は
、
現
在
ま
で
に
七
次
の
改
訂
を
経
て
い
る
。

（
3
4
）
　
昭
和
五
四
年
八
月
二
七
日
決
定
。
内
閣
総
理
大
臣
の
指
針

　
は
、
現
在
ま
で
に
九
次
の
改
訂
を
経
て
い
る
。
同
指
針
の
解
説

　
と
し
て
、
参
照
、
組
換
え
D
N
A
実
験
指
針
研
究
会
編
科
学
技

　
術
庁
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
課
監
修
『
組
換
え
D
N
A
実
験
指
針

　
－
解
説
・
Q
＆
A
－
』
一
頁
以
下
（
第
一
法
規
、
一
九
九
一

　
年
）
。

（
3
5
）
　
昭
和
五
八
年
九
月
八
日
改
訂
。

（
3
6
）
　
昭
和
六
一
年
六
月
一
九
日
通
商
産
業
省
告
示
第
二
二
三
号
。

　
同
指
針
の
解
説
と
し
て
、
参
照
、
バ
イ
オ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
協

　
会
『
組
換
え
D
N
A
技
術
工
業
化
指
針
の
解
説
』
一
頁
以
下

　
（
バ
イ
オ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
協
会
、
一
九
八
六
年
）
。

（
3
7
）
昭
和
六
一
年
二
一
月
二
日
厚
生
省
薬
務
局
長
通
知
。
厚

　
生
省
医
薬
品
指
針
は
、
昭
和
六
二
年
に
一
部
が
改
正
さ
れ
た
。

　
同
指
針
の
解
説
と
し
て
、
参
照
、
日
本
公
定
書
協
会
編
『
岩
旨

　
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
i
応
用
医
薬
品
承
認
申
請
の
手
引
き
』
一

　
頁
以
下
（
薬
業
時
報
杜
、
一
九
九
一
年
）
。

（
3
8
）
　
平
成
元
年
四
月
二
〇
日
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命
通
達
。

　
農
水
省
指
針
は
、
平
成
四
年
に
一
部
が
改
正
さ
れ
、
組
換
え
実

　
験
小
動
物
に
関
す
る
基
準
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
平
成
元
年
の
指

針
に
関
す
る
解
説
と
し
て
、
参
照
、
伊
藤
洋
「
『
農
林
水
産
分
野

　
等
に
お
け
る
組
換
え
体
の
利
用
の
た
め
の
指
針
』
に
つ
い
て
」

　
L
＆
丁
二
号
三
六
頁
。

（
3
9
）
　
「
組
換
え
D
N
A
技
術
応
用
食
品
・
食
品
添
加
物
の
製
造

　
指
針
及
び
組
換
え
D
N
A
技
術
応
用
食
品
・
食
品
添
加
物
の
安

　
全
性
評
価
指
針
に
つ
い
て
」
平
成
三
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省

　
生
活
衛
生
局
長
通
知
。
同
指
針
の
解
説
と
し
て
、
参
照
、
厚
生

　
省
生
活
衛
生
局
食
品
保
健
課
監
修
『
食
品
分
野
へ
の
組
換
え
D

　
N
A
技
術
応
用
に
関
す
る
指
針
』
一
頁
以
下
（
中
央
法
規
出
版
、

　
一
九
九
二
年
）
。

（
ω
）
　
参
照
、
注
（
3
2
）
所
掲
の
諸
文
献
。

（
4
1
）
参
照
、
科
学
技
術
庁
指
針
第
n
都
第
2
章
第
－
節
第
1

　
㈹
・
第
3
章
－
第
－
節
第
1
㈹
・
第
3
章
H
第
－
節
第
1
㈲
・

　
第
4
章
第
－
節
第
1
ω
、
文
部
省
指
針
第
2
章
第
2
節
第
1
ω
。

（
ω
）
参
照
、
「
組
換
え
D
N
A
実
験
指
針
の
運
用
及
ぴ
改
訂
に

　
つ
い
て
」
（
昭
和
五
五
年
三
月
五
日
科
学
技
術
庁
計
画
局
決
定
、

　
科
学
技
術
庁
研
究
開
発
局
平
成
三
年
九
月
二
四
日
改
訂
）
。

（
4
3
）
　
参
照
、
前
提
注
（
3
3
）
。

（
4
4
）
　
参
照
、
前
掲
注
（
3
6
）
・
（
3
7
）
・
（
3
8
）
・
（
3
9
）
。
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（
4
5
）
　
G
I
L
S
P
と
は
、
一
九
八
六
年
の
0
E
C
D
の
報
告
書

　
に
示
さ
れ
た
基
準
で
あ
り
、
危
険
度
の
低
い
も
の
と
確
認
さ
れ

　
た
組
換
え
体
に
つ
い
て
最
少
限
度
の
封
じ
込
め
措
置
で
た
り
る

　
と
す
る
立
場
か
ら
、
そ
の
基
準
を
示
し
た
概
念
で
あ
る
。
参
照
、

　
中
村
他
・
前
掲
注
（
7
）
五
四
頁
以
下
。
0
E
C
D
の
安
全
性

　
の
考
え
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
吻
§
O
向
O
貝
ω
毫
ミ
O
婁
・

ω
冒
畠
彗
δ
轟
句
畠
雪
◎
畠
O
婁
P
◎
實
H
L
－
－
畠
（
畠
§
．

（
蝸
）
　
参
照
、
伊
藤
・
前
掲
注
（
3
8
）
三
九
頁
。

（
4
7
）
　
参
照
、
前
出
本
項
H
。

四
　
遺
伝
子
工
学
と
法
的
規
制

　
○
　
遺
伝
子
工
学
の
安
全
確
保
の
問
題
に
つ
き
、
ア
メ
リ
カ

等
に
お
け
る
議
論
の
経
過
と
わ
が
国
に
お
け
る
規
制
の
現
状
と

に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
各
省
庁
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
と
づ

く
研
究
老
の
自
主
的
な
安
全
確
保
に
依
拠
し
て
、
遺
伝
子
工
学

の
研
究
活
動
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
現
在
、
一
部
の
領
域
で
す

す
め
ら
れ
て
い
る
組
換
え
体
の
開
放
系
利
用
を
含
め
た
産
業
利

用
に
つ
い
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
と
づ
く
産
業
界
の
自
主

規
制
に
よ
っ
て
安
全
の
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
説
明
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
、
①
従
来
の
経
験
か
ら
、
遺
伝
組
換
え
技
術
に

特
有
の
危
険
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
組
換
え
体
の
も
つ
リ
ス
ク
を

事
前
に
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
、
②
し
た
が
っ
て
、

組
換
え
体
の
も
つ
リ
ス
ク
は
、
組
換
え
体
ご
と
に
評
価
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
遺
伝
子
組
換
え
と
い
う
技
術
そ
の
も
の
に

着
目
し
た
規
制
は
合
理
的
で
は
な
い
こ
と
、
③
技
術
の
発
展
と

安
全
性
の
確
保
と
の
調
和
と
い
う
見
地
か
ら
み
て
、
従
来
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
は
十
分
に
機
能
し
て
き
た
こ
と
、
等
の
判
断

　
＾
㎎
）

が
あ
る
。

　
○
　
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
の

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な

諸
事
情
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
第
一
に
、
D
N
A
組
換
え
技
術
に
特
有

の
リ
ス
ク
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
人
・
動
物
に
有
害
な

徴
生
物
等
の
利
用
に
つ
い
て
、
伝
統
的
技
術
の
利
用
と
同
様
、

一
定
の
リ
ス
ク
の
存
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
点
に
つ
き
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
徴
生
物
の
取
扱
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い
を
対
象
と
す
る
法
律
は
存
在
し
て
い
な
い
。
有
害
徴
生
物
の

産
業
利
用
の
経
験
の
少
な
い
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
学
問
の
自

由
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
、
研
究
機
関
を
想
定
し
た
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
制
定
．
さ
れ
、
各
機
関
が
こ
れ
を
参
考
と
し
て
安
全
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

を
確
保
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ぱ
、
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
伝
染
病
法
等

に
も
と
づ
き
、
研
究
機
関
等
を
除
外
し
た
う
え
で
、
病
原
体
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
0
）

の
取
扱
い
に
対
し
許
可
制
を
含
む
規
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
徴
生
物
の
産
業
利
用
に
つ
い
て
は
、
既
に
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
1
〕

べ
た
よ
う
に
各
種
の
規
制
法
が
存
在
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
組
換
え
D
N
A
技
術
に
特
有
の
危
険
は
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
前
提
を
と
る
以
上
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
有
害

徴
生
物
の
取
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
組
換
え
D
N
A
技
術
に
対

し
て
法
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
第
二
に
、
組
換
え
体
の
開
放
系
利
用
に
つ
い
．
て
、
組

換
え
体
は
生
態
系
に
お
け
る
生
残
を
目
的
と
し
て
遺
伝
子
を
組

み
換
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
環
境
に
対
し
て
影
響
を
与

え
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て

も
、
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
等
と
わ
が
国
と
で
は
、
環
境
保
護
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

制
の
在
り
方
に
夫
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
ま
い
。

し
た
が
っ
て
、
組
換
え
D
N
A
技
術
に
の
み
着
目
し
て
、
環
境

影
響
評
価
を
事
前
に
義
務
づ
け
る
こ
と
も
、
現
在
の
わ
が
国
で

は
困
難
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
嘗
　
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
閉
鎖
系
に
お
け
る
組
換
え

体
の
利
用
が
進
む
に
つ
れ
、
宿
主
・
ベ
ク
タ
ー
・
組
換
え
体
に

つ
い
て
病
原
性
等
の
認
め
ら
れ
る
産
業
利
用
が
行
わ
れ
る
二
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

を
、
理
論
的
に
は
想
定
し
う
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
わ
が
国
に

お
い
て
も
、
研
究
活
動
と
産
業
利
用
と
の
区
別
に
配
慮
し
、
研

究
活
動
の
自
由
へ
の
侵
害
を
惹
起
し
な
い
限
度
に
お
い
て
、
安

全
確
保
の
た
め
の
法
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

　
第
二
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
環
境
影
響
評
価
制
度
が
法
制
度

と
し
て
定
着
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
組
換
え
体
の
開
放
系
利

用
の
一
部
を
環
境
影
響
評
価
の
対
象
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

　
第
三
に
、
わ
が
国
の
場
合
、
法
規
制
の
実
施
さ
れ
る
こ
と
は

規
制
対
象
を
危
険
視
す
る
傾
向
を
助
長
す
る
と
い
う
理
解
が

　
（
別
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
遺
伝
子
工
学
法
の
場
合
に

は
、
同
法
の
制
定
目
的
は
、
遺
伝
子
工
学
規
制
制
度
の
整
備
と
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と
も
に
、
遺
伝
子
工
学
技
術
の
杜
会
的
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
の
促

進
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

正
規
の
議
論
を
経
て
立
法
府
が
技
術
利
用
の
ル
ー
ル
を
確
立
す

る
こ
と
は
、
技
術
利
用
の
振
興
と
い
う
側
面
を
も
つ
こ
と
を
忘

　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
㈲
　
ち
な
み
に
、
組
換
え
D
N
A
技
術
に
特
有
の
リ
ス
ク
が

存
す
る
か
否
か
は
、
慎
重
な
検
討
の
結
果
、
定
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ

と
E
C
諸
国
と
の
問
に
は
考
え
方
に
お
い
て
徴
妙
な
差
異
が
存

在
し
て
お
り
、
現
時
点
で
も
、
そ
の
差
異
は
完
全
に
解
消
す
る

　
　
　
　
　
　
粛
）

に
至
っ
て
い
な
い
。
右
の
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ぱ
、
右
の
考
え

方
の
差
異
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
わ
が
国
の
行
政
庁
が
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
方
式
に
よ
り
つ
つ
、
遺
伝
子
工
学
の
発
展
状
況
を
み

な
が
ら
慎
重
に
指
針
の
内
容
を
緩
和
し
て
き
た
の
は
、
巧
妙
な

行
政
手
法
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
を
維
持
す
べ

き
か
に
つ
い
て
は
、
遺
伝
子
工
学
の
発
展
段
階
を
に
ら
み
な
が

ら
、
今
後
も
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
右
の
検
討
の
際

に
は
、
本
稿
の
指
摘
し
た
観
点
を
含
め
て
、
考
察
の
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

（
㎎
）
　
例
え
ぱ
、
参
照
、
厚
生
省
生
活
衛
生
局
食
品
保
健
課
・
前

　
掲
注
（
3
9
）
一
〇
頁
以
下
。

（
4
9
）
　
例
え
ぱ
、
厚
生
省
所
管
の
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
国
立
予

防
衛
生
研
究
所
が
、
W
H
0
の
「
実
験
室
バ
イ
オ
セ
イ
フ
テ
ィ

　
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
一
九
八
三
年
）
を
参
考
と
し
て
内
規
を
作
成

　
し
、
各
研
究
所
が
こ
れ
を
参
考
と
し
て
内
規
を
作
成
し
た
経
緯

　
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
5
0
）
　
＜
田
貝
－
．
N
．
甲
｝
＝
目
ま
ω
あ
昌
〔
訂
冒
町
q
①
8
S
く
o
昌
畠
－
旨
．

　
岩
s
一
－
胃
ω
g
｝
8
胴
鶉
①
↓
N
く
o
昌
墨
．
ω
．
－
畠
o
－
＜
o
q
一
．
ω
－

　
＞
匝
9
昌
陣
目
目
自
目
o
印
目
o
胃
o
貝
ω
｛
o
｝
胃
ざ
岸
弐
宗
『
｝
」
g
8
ブ
ー

　
目
o
－
◎
①
目
庁
－
丙
9
葦
＝
o
訂
Ω
昌
目
昌
胆
①
q
9
一
勺
蟹
辻
ω
宗
『
里
o
冨
・

9
昌
一
〇
阻
①
戸
岩
章
ω
－
ξ
津
．

（
5
1
）
　
参
照
、
前
出
一
一
・
臼
。

（
5
2
）
　
ア
メ
リ
カ
に
つ
き
、
参
照
、
中
公
審
バ
イ
オ
専
門
委
員

　
会
・
前
掲
注
（
1
0
）
二
六
頁
。
ド
イ
ツ
で
も
、
E
C
指
令
に
も

　
と
づ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

　
対
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
環
境
影
響
評
価
制
度
は
、

　
国
の
段
階
に
お
い
て
は
、
、
要
綱
の
レ
ベ
ル
で
定
め
ら
れ
る
に

　
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
参
照
、
環
境
庁
企
画
調
整
局
環
境
管
理

　
課
・
環
境
影
響
審
査
課
編
『
詳
解
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
』
一
頁

　
以
下
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
　
一
九
九
二
年
）
。
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（
5
3
）
　
わ
が
国
の
産
業
利
用
指
針
に
お
い
て
も
、
組
換
え
体
の
分

　
類
基
準
の
う
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
2
及
ぴ
カ
テ
ゴ
リ
ー
3
は
、
病

　
原
性
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

　
例
え
ぱ
、
医
薬
品
の
製
造
計
画
の
確
認
申
請
に
つ
い
て
、
現
段

　
階
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
2
以
上
の
も
の
の
申
請
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。

参
照
、
日
本
公
定
書
協
会
・
前
掲
注
（
3
7
）
四
頁
。

（
別
）
　
参
照
、
バ
イ
オ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
協
会
・
前
掲
注
（
9
）

　
四
六
頁
以
下
。

（
5
5
）
　
参
照
、
高
橋
滋
「
ド
イ
ツ
遺
伝
子
工
学
法
の
諸
問
題
（
再

論
）
」
市
原
昌
三
郎
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
紛
争
処
理
の
法
理
と

　
課
題
』
二
一
七
頁
（
法
学
書
院
、
一
九
九
三
年
）
。

（
5
6
）
　
参
照
、
前
出
、
一
一
・
四
。
さ
ら
に
、
参
照
、
高
橋
・
前
掲

　
注
（
5
5
）
二
一
七
頁
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
は
、
規
制
緩
和

　
の
方
向
で
遺
伝
子
工
学
法
の
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

　
あ
る
。

〔
追
記
〕
　
本
稿
の
作
成
に
際
し
、
三
菱
化
成
安
全
科
学
研
究
所
横

浜
研
究
所
部
長
研
究
員
加
藤
順
子
氏
等
、
多
数
の
方
々
に
ご
教

　
示
を
頂
い
た
。
た
だ
し
、
本
稿
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に

　
す
べ
て
の
責
任
が
あ
る
。
（
一
九
九
三
年
一
月
一
二
日
脱
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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